
 

 

「支給認定基準世帯」について 
  

「支給認定基準世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している方の範囲とな

ります。次からの説明図を参考にしてください。 

                                 

○受診者本人が加入している医療保険が市町村の国民健康保険の場合 

→ 住民票内の国民健康保険の被保険者全員 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○受診者本人が加入している医療保険が○○国民健康保険組合の場合 

  → 組合員及びその扶養になっている人全員 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○受診者本人が加入している医療保険が後期高齢者医療制度の場合 

  → 住民票内の後期高齢者医療制度の被保険者全員 
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支給認定基準世帯は 2 名 
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支給認定基準世帯は 3 名 
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○受診者本人が加入している医療保険が被用者保険※の場合 

 （※全国健康保険協会、各種健康保険組合、各種共済組合等） 

  → 受診者本人と被保険者 
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（例１） 支給認定基準世帯は 1 名 
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（例２） 
支給認定基準世帯は 2 名 


